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要 旨

利用規則を定めることで利用客の行動を規制 しようとしているレクリエーション利用地は多い

が、規則が十分に守 られない例 もある。ここでは、利用客の過去の経験 と利用規則の知識 との相

関を見ることで、利用規制の方法を考察 した。その結果、利用者の過去の訪問経験や、この論文

で聞接経験 と呼ぶ自然体験や自然に対する関心の高さなどが、その人が レクリエーションの利用

規則の内容を判断するのに影響を与え、正 しい判断を促すことが示された。また、規則の内容を

知るだけでなく、規則内容の利害関係や因果関係を理解することが規則への同調行動を促すと考

えられる。その際、間接経験はレクリエーション行動の意志決定過程にも影響 を与え、間接経験

が豊かな人は利害関係や因果関係の情報が与えられない場合でも規則の内容に合致した行動をと

る確率が高い。 したがって、 レクリエーション利用 を研究する上で間接経験の影響を重視する必

要があると考えられる。

は じ め に

森林 をレクリエーションに利用する場合、利用によって森林の状態が悪化 し、森林の機能を損

ねることがある。たとえば、近年問題となっている四輪駆動車などの道路以外の土地への進入な

どは、踏みつけや排気ガスによる植生の破壊だけでなく、河川や地下水の汚染、土壌浸食などを

引き起 こしている。 とくに、木材生産に利用 されている森林をそのままレクリエーションにも活

用する場合には、2種 類の利用 目的を両立する必要から多 くの問題や利害の対立が生 じると予想

される。森林の多目的利用の利用方法のひとつとしてレクリエーションを考えるならば、レクリ

エーション利用に対応 した森林の管理方法を見いださなければならない。これらの判断の材料 と

対策を提示することは、レクリエーション利用の研究の使命とも言える。

1章.課 題 と方法

木材生産などの利用 と比較 して、森林のレクリエーション利用が引き起 こす特徴的な問題は、
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不特定多数の人が利用することから生 じている。活動が自由であるほど、不特定多数の人の行動

の秩序を保つのは難 しい。また、レクリエーション利用の匿名性ゆえに無秩序な利用が助長され

る側面 もあると思われる。このような原因で発生する森林機能の低下は、 レクリエーション利用

が生み出す社会的費用 と見なすことができる。

この論文では、レクリエーション利用が生み出す社会的費用の例 として、草原への利用客の進

入による植生の劣化の問題 を取 り上げる。なお以下の議論は、利用客の進入による草原植生の踏

みつけは、必ず植生の損傷をもたらす という前提に基づいたものである。

1-1.利 用客の行動規制の方法

植生の劣化は、植生の損傷がその回復力を上回った場合に生じ、損傷量と回復量の差が劣化量

である。 したがって対策 としては、損傷を減少させるものと回復 を増加 させるものとが考えられ

るが、回復 を促進する対策は生物学的な対策となるので取 り扱わず、ここでは植生の損傷を予防

する対策について考える。

草原に踏み込んだ人それぞれの植生損傷量は一定であると仮定すれば、全体の植生損傷量は、

その場所の利用人数 と、利用人数に対する草原に踏み込んだ人の比率の積 と考えられる。そこで

利用人数を所与 とすれば、利用人数に対する草原に踏み込んだ人の比率を減 らすことで、植生損

傷量全体を減 らすことができる。言い換えれば、ある利用水準に対 して植生損傷 という社会的費

用は一義的に決まるものではなく、適切な管理を行 うことによってそれを減 らすことが可能であ

る。そのため、ここではレクリエーション利用人数に対する草原に踏み込む人の比率を減らすこ

とを研究の目標にする。すなわち、社会的費用 をもたらす行動を減らすことで、純便益の増加を

図ることを目標 とするのである。

この論文では、社会的費用をもたらす行動を減 らすアプローチとして利用客管理を取り上げる。

利用客管理は、情報提供や規則の制定などを通 じて利用客の行動を規制 して利用方法を望 ましい

ものへ変更 ・誘導するものであり、植生の損傷に関しては損傷の予防という観点に立ってなされ

るものである。

利用人数に対する草原に踏み込む人の比率を減らすために利用客管理の面からアプローチする

には、レクリエーション行動のメカニズムを理解することが重要となる。ここで、資源の損傷が

生 じるまでの流れをモデル化 して簡単に示すと図1-1の ようになる。資源の損傷は、ある行動

の結果として生じるものである。行動は、なんらかの意志決定 に基づいたものであ り、意志決定

の基準を与えるものは、その人の知識と経験である。知識は、その人の経験 に基づいて得 られる

もの で あ るが 、知 識 も経 験 に影 響 を与 え る と考 え られ 、両 者 は相 互 作 用 を及 ぼす 関係 にあ る。

ここで は、 レク リエ ー シ ョ ン行動 の メ カニ ズ ム を理 解 す る た め の例 と して 、 レク リエ ー シ ョ ン

活 動 と して草 原 内 の遊 歩 道 を歩 い て い る 人 が 、道 か ら離 れ た所 に きれい な花 が 咲 い て いた の で 、

草 原 に踏 み 込 んで み た い と感 じた とい う状 況 を考 え て み る。



223

その瞬間に、「草原に入っても良いのか」という疑問が意識にのぼらない人は、例 えば歩道の

脇に進入防止のロープが張 ってあったとしても草原に進入する。こうした行動を完全に防 ぐ方法

には、歩道の周 りにフェンスを張 り巡 らすなどして草原への進入を物理的に不可能にする、ある

いは歩行者が一歩踏み出した瞬間に監視員が駆けつけ、その人の行動そのものを束縛する、など

が考 えられるが、これらは現実的な対策 とは言えないであろう。
一方で、ロープを跨こうとした瞬間に 「このロープは草原には入ってはいけないということを

意味するのか」 と疑問が意識にのぼり、草原に踏み込むことを自制する人もいるであろう。行動

の際にこうした疑問が意識にのぼり易いように促すことは可能である。このような管理には、事

前にあるいは現場でさまざまな方法を通 じて情報提供を行い意識を喚起すること、あるいは道徳

に訴えることなどが含 まれる。これによって草原への進入 という行動 をゼロにすることは難しく、

その意味で管理策 としては不確実なものである。だが、実際の国立公園の管理の例を見ても、日

本でもアメリカ合衆国においても草原への立ち入 りを防ぐ管理策としては情報提供と監視員の巡

回に頼っている状況にある。ただし、草原に立ち入った人を注意するのは容易であるが、立ち入

り自体を予防するとなると効果は不十分の状況にあ り、これらの管理策をより効果的に行 うには

いかにすべ きか検討 しなければならない。

結局、利用客管理の対策によって レクリエーション行動 をコントロールするためには、行動に

いたる前の意志決定までの過程に関与 し影響を与える必要があ り、その過程を研究していく必要

があると考えられる。

1-2.利 用規則による行動規制

レクリエーション利用行動 を規制するために広 く一般に適用 されているものとして利用規則が

ある。たとえば、草原への立入禁止という利用規則を設定 した場合、その規則が守 られれば植生

の損傷量は減少する。したがって、利用客に対 していかに規則に従った行動、すなわち規則に対

する同調行動をとってもらうかは、レクリエーション利用地を管理する上で大 きな課題となるの

である。

しかし、規則 を設定すること自体は、その規則が守 られる保証をもたらすものではないであろ

う。実際、次章で述べるとおり、この研究の調査地では規則の違反者をいかに少なくするか苦慮

している状況にあ り、規則をつくるだけでそれが実効性を持つことになるとは考えにくい。そこ

で、レクリエーション利用地を管理する側としては、なんらかの方法で規則に実効力をもたせる

必要が生 じる。利用客管理において規則に実効力をもたせるとは、その規則への同調行動を促す

ことに他ならない。

さて、さきに述べた図1-1の モデルに従えば、人の行動は意志決定と知識、経験に影響 され

ると考えられる。これを規則に対する同調行動に関して考えると、まず考 えられるのは、規則の

内容を知っている人は知らない人よりも同調行動を行う意志決定をする確率は高いのではないか

ということである。その一方で、直接に規則の内容を知らなくても、規則の内容がその人に身に

付いた行動規範に合致するものであれば、意志決定の結果として規則 に従 った行動が行われる可

能性 も十分にある。どちらの場合も、その人の経験 と知識が、意志決定過程に影響 を与えている

と考えられる。

知識は、一般に広義には、「人間が直接の経験を通 じて獲得する、事物についての知見」全て

であり、(広義の知識における)「直接的で曖昧な知見が明確 に秩序だてられ、たんなる空想、印

象、独断などと区別されて、はじめて確実な認識 という意味での狭義の知識が成 り立つ」 と定義

することができる。')この論文では、知識をこの広い意味で捉えて 「人間が経験 を通 じて知 るも

の全て」と定義する。したがって、曖昧に認識 している内容であっても全てが知識に含 まれる。
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これを、 レクリエーション利用客の利用地訪問時の利用規則の知識について当てはめると、2つ

のタイプの知識があると考えられる。 ここでは、それらを規則の直接知、規則の間接知と呼ぶ。

1-3.「 規則の直接知」 と 「直接経験」

規則の直接知とは、直接、規則の存在 と、その内容を知っている場合の知識である。それがど

のような形で知識として与えられたかに関わらず、「ここは立入禁止」 といった具合いに、ある

内容の規則があることを知っている場合である。そして、規則の直接知を得ることができる経験

のことを、ここでは直接経験 と呼ぶ。

1-4.「 規則の間接知」 と 「間接経験」

規則その ものを知らない場合でも、様々な経験を総合 し自分の価値観や倫理観とも照らし合わ

せることによって、間接的に規則の内容を正 しく判断あるいは推測できる場合がある。この判断

あるいは推測の基準 となる知識を、規則の直接知と区別 して規則の間接知と呼ぶ。この判断また

は推測と規則の内容 とが一致するためには、規則の内容がその人にとって常識的なものであ り、

倫理観に適合する場合に限られるであろう。ここで、行動規範 を社会規範によって客観的に与え

られるものではな く、個人の主観的な認識に基づ くものととらえれば、個人の行動規範とは、そ

の人がさまざまな経験 を通 じて作 り上げてきたものだと考えられ、知識と経験との関係が理解 さ

れるであろう。

規則についての知識は直接知 とこの間接知 とからなると考える。そして、規則の間接知を得る

ことができる経験を、ここでは間接経験と呼ぶ。

知識が行動に反映 されて来るならば、直接、間接、どちらの知識の場合 も、知識が多ければ規

則 に違反 した行為を行 う確率が低 くなると考えられる。すなわち、規則の直接知 も間接知 もその

人の行動に影響を与え、規則違反の行動 を制約する要因として働 くであろう。 これらの知識がい

かにして得 られるのか、経験 との関連をデータに基づいて吟味することが、この論文の中心課題

である。また、経験や知識が意志決定の過程に与える影響についても多少考察を加える。

1-5.方 法

この論文では、経験 と知識 との関連を中心に考察を行 う。そして、規則への同調行動を促す も

のとして、利用規則についての知識量を指標 とする。利用規則の知識量が多いほど、規則に違反

した行為を行う確率が低いと見なされる。つまり、利用規則の知識量が増えると違反行為を行う

確率が減る、即ち知識量 と違反の確率とが負の相関を示す と仮定する。この仮定については妥当

性 を検討する必要があるので、章末の注を参照していただきたい。

その上で、利用規則の知識量を被説明変数として、それがいかなる説明変数によって説明され

るかを探 る。まず、利用規則の知識の獲得のされ方が属性によって異なるものか否かを明らかに

する。さらに、直接経験による規則の直接知と間接経験による規則の間接知とに分けて、利用規

則の知識がいかにして与えられるものなのかを探 り、考察を加える。

注:Robertson2)は 、 レクリエーション行動 を説明する要因について分析 し、知識が他を大きく

引 き離 して最大の説明変数であ り、態度(Attitude)、 教育水準、年齢、調査地 に似た条件 での

キャンプ経験、自然保護団体への加入、職業、性別、年収などは、ごく小さな影響 しか示さなかっ

たことを明 らかにし、「行動に影響を与えるためには個人の知識の基盤を変化 させることが最 も

有効であることを、この研究結果は示唆 している。」3)と述べている。

これらの事実は、すべてアメリカ人について書かれたものであ り、日本人の場合も同様である

とは限らないという妥当性の問題が残る。だが、この論文では日本人の場合 も知識量が行動 を予

測する要因であると仮定して考える。
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た だ し、興 奮 や非 常 に強 い欲 求 な どに よ り実 際 の行 動 の 際 に 自制 心 が 働 か ない な どの 場 合 に対

して は、Robertson2)も 今 回 の調 査 も対 応 で き て い ない 。

2章.調 査 地 の 概 要 と レ ク リ エ ー シ ョ ン利 用 の 実 態

2-1.調 査 地 の概 要

調 査 地 に は、 ア メ リカ合 衆 国 マ ウ ン トレー ニ ア国 立公 園 パ ラ ダ イ ス地 区 を取 り上 げ る。 この公

園 は 、 北 米 大 陸 の 太 平 洋 側 、 ア メ リカ合 衆 国 の 大 陸48州 の 北 西 端 、 ワ シ ン トン州 の 中央 部 に位置

す る。 北 緯 はお よそ4プ で あ るが 、 これ は 日本 付 近 で 言 え ば 樺 太 南部 に当 た る 高 緯 度 で あ る。

マ ウ ン トレーニ ア は、 カ ス ケ ー ド山 脈 の 最 北 部 に位 置 す る単独 峰 で 、標 高 は4392mで あ る。 パ

ラ ダ イ ス地 区 はマ ウ ン トレー ニ ア山 頂 の 南側 斜 面 の 中腹 、 標 高1640mか ら1800m程 度 に位 置す る。

ワ シ ン トン州 最 大 の 都 市 シ ア トルか ら南 東 へ約150kmで 公 園 の 入 口 に達 し、 そ こか ら約30kmで

パ ラ ダ イ ス地 区 に 到 着 す る 。 自家 用 車 や観 光 バ ス で約3時 間 の道 の りで 、 シ ア トル か らの 日帰 り

圏 内 で あ る。

冬 は 寒 く、 パ ラ ダイ ス 地 区 は 、 年 間 降雪 量 が平 均16m、 積 雪 が例 年4.5～6mに お よぶ 豪 雪 地 域

で あ る 。 そ の た め 、 雪解 け は6月 下旬 か ら7月 上 旬 に標 高 の低 い部 分 か ら始 ま り,8月 後 半 に も

雪 が残 る場 所 が あ る 。 そ して10月 頃 か らは再 び雪 に 閉 ざさ れ る。 標 高 の高 い所 で形 成 さ れ た氷 河

を,パ ラ ダ イ ス地 区 で も見 る こ とが で きる。 パ ラ ダ イス 地 区 で は標 高1500m程 度 で 森林 地 帯 が 終

わ り,そ こか ら標 高1800m付 近 まで 亜 高 山 地帯 の疎 林 が広 が って い る。 そ して樹 木 の 間 に広 が る

草 原 に,色 彩 豊 か な高 山 植 物 が 短 い 夏 にそ の美 しさ を競 う。 氷 河 や,真 夏 に雪 遊 び が で き る こ と

も大 きな観 光 資 源 で あ る が,高 山 植 物 こそ,こ の公 園 の最 大 の観 光 資 源 で あ る。

公 園 の管 理 は,ア メ リ カ合 衆 国 国 立 公 園 局 が行 って い る。 高 山植 物 の傷 み を 防 ぐた め に 国 立 公

園 局 は草 原 へ の立 ち入 りを一 切 禁 止 して い るが,違 反者 は後 を断 た ず植 生 の劣 化 は 激 しい 。 これ

は レク リエ ー シ ョ ン利 用 が資 源 そ の もの を破 壊 して い る典 型 的 な例 と い え よ う。 国 立公 園局 では,

自然 保 護 と レク リエ ー シ ョ ン利 用 の両 立 を 目指 して さ ま ざ ま な対 策 を立 て て は い る もの の,国 立

公 園 局 の総 予 算 が 削 減 さ れ て き て い る現 状 か ら新 た な施 設 整 備 や 人 員 の 増 加 な ど は難 しい 。 破壊

を予 防 す る た め の国 立 公 園 局 の基 本 的 な方 針 は,来 訪 客 の行 動 を コ ン トロ ー ル して資 源 を 破 壊 す

る よ う な行 動 を防 ぐこ と,す な わ ち草 原 へ の立 ち入 りを防 ぐ こ とで あ るが,現 時 点 で は 対 策 が 十

分 な効 果 を あ げ てい る と は言 い難 い。

2-2.レ ク リエ ー シ ョン利 用 の 実 態

年 間 利 用 者 数 は200万 人 近 い 。 そ の 多 くが パ ラ ダ イス 地 区 を訪 れ て い る とい わ れ る。1985年 の

夏 に国 立公 園 局 が行 った 調査 で,訪 問 客 の全 体 像 が 大 まか に捉 え られ てい る。 そ の 調 査 に よれ ば,

訪 問客 が利 用 す る交 通機 関 は 乗用 車 ・RVが96%を 占 め る。 滞在 日数 は 日帰 りの利 用 が73%,日

帰 りの場 合 の滞 在 時 間 は6時 間 まで が74%を 占 め,短 期 滞 在 型 の 国 立公 園 とい え る。 公 園 内 の レ

ク リエ ー シ ョ ン利 用 形 態 と して は,ド ラ イ ブ,ハ イ キ ング で景 色 や高 山植 物,野 生 動 物 な ど を見

る の が主 な活 動 とな る。4)5)

2-3.日 本 人訪 問 客 の レク リエ ー シ ョ ン利 用 の実 態

パ ラ ダイ ス地 区 の具 体 的 な利 用 状 況 と して,1987年 夏 の調 査6)で 以 下 の よ う な 問 題 点 が 指 摘 さ

れ て い る。 この調 査 で は1万7千 人 余 りの 訪 問 客 の 行 動 が 観 察 され,規 則 に違 反 して草 原 に踏 み

込 ん だ 人 の属 性 が 調 査 さ れ た。 違 反 率 が 人 種 別(白 人,ア ジ ア 人,そ の 他)に も集 計 さ れ,白 人

の 違 反 率3.1%に 対 して,ア ジ ア人 は13.1%,そ の 他 は13.2%と な り,違 反 者属 性 の 説 明 変 数 と し

て は最 大 の もの で あ っ た。 こ の調 査 の ア ジ ア人 訪 問 客 の 占 め る比 率 は,約6%と 大 きな もの で は
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なく,ま た,日 本人の違反率は明らかにされていない。だが,並 行 して行われたアンケー ト調査

において日本人団体客が協力を拒絶したことが報告 され,コ ミュニケーションの問題 と,さ らに

は団体客への対応の問題が指摘 され,日 本人の行動を把握することは公園管理側にとって大 きな

課題であるとされた。

これは団体客や海外からの訪問客の増加に対応がとれていないことも問題発生の一因ではある

が,日 本人訪問客の行動が把握されていないために対策を立てられないのも事実であ り,調 査地

での日本人訪問客の属性や利用形態および行動 を把握する必要性が存在 していたのである。

1992年7月3日 か ら9月8日 までの68日 間にパラダイス地区を訪問 した日本人は,筆 者が 日本

語を話すことを確認 した人だけでも2231人 を数える。団体客を見つけることは容易なので,ほ ぼ

全ての団体が確認されたと考 えているが,そ の他の家族連れや友人グループ,特 に単独の旅行者

などは見つけて確認することが難 しく,実 数はもっと多いと思われる。

では,調 査記録をもとに日本人訪問客の属性を見てみよう。まず,団 体 とその他に分けると,

全217グ ループのうち,団 体がグループ数では22%,人 数でみると72%を 占める。団体 の内容 を

詳 しくみると,大 学生の団体が約半数,中 高生が4分 の1で ある。団体のうち英語研修を主目的

として渡米 したものが約8割,人 数では89%を 占め,こ のうち女性がほぼ80%を 占める。 このよ

うに学生団体が多 く,し かも女性の比率が高いのが日本人団体の特徴である。団体以外について

は,家 族連れや友人グループ,ひ とり旅などさまざまであった。

これらの日本人訪問客の一部253人 を調査対象 として,現 地でアンケー ト調査 を実施 した結果

より日本人訪問客の利用形態 を明らかにすると次の通 りである。アンケー ト回答者の公園内での

滞在日数は日帰 りが83%で ある。 日帰 りの場合の滞在時間を見て も,約6時 間までの人が97.5%

を占め,比 較的短時間の滞在が多い。団体客のほとんどは公園内の滞在時間が5時 間までであり,

パラダイス地区の滞在時間は長 くて3時 間であった。交通機関は,バ ス(団 体および定期観光バ

ス)が56.5%,自 家用車が26.1%,レ ンタカーが15.7%で あ り,公 園訪問客全体のデータと比べる

と,バ スの比率が非常に高い。

これらを総合すると,日 本人訪問客のマウントレーニア国立公園の利用形態は,バ スを利用 し

た団体が多 く,日 帰 りかつ短時間の滞在が多いことが特徴 といえよう。団体利用の場合,特 定の

時間,特 定の場所に多 くの利用客が集中する問題や,構 成員の行動が無責任になりが ちであるな

どの問題が生 じることになる。

3章.調 査 方法

3-1.被 説明変数の設定

マウントレーニア国立公園への日本人来訪客がどれほど利用規則の知識を持っているかを計る

ために,質 問を6問 設定 した。これは,こ の公園が定めた利用規則を正 しく記述 しているものを

4つ の選択肢から1つ 選びだしてもらう質問である。質問に用いた規則の内容は,植 物採集,昆

虫採集,草 原への立ち入 り,ゴ ミの捨て場,野 生動物に出会った場合の対処,草 原内の積雪地へ

の立ち入 りについてである。

植物採集,昆 虫採集,野 生動物に出会った場合の対処については,合 衆国の国立公園共通の規

則であ り,草 原への立ち入 りとゴミの捨て場は合衆国の国立公園で も公園によってあるいは地区

の指定によって異なる規則,草 原内の積雪地への立ち入りは調査地の特殊な規則である。マウン

トレーニア国立公園でのこれらの利用規則についての情報提供の頻度は,規 則ごとに異なる。 入

口やビジターセンターで配布するパンフレットや歩道の看板 などには,植 物採集,野 生動物 に出
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会った場合の対処,草 原への立ち入 りとゴミの捨て場の4点 について記述があり,と くに草原へ

の立ち入 りについては歩道に多 くの看板が設置されていた。草原内の積雪地への立ち入 りにっい

てはビジターセンター内においてのみ情報提供がなされており,昆 虫採集については一切情報提

供はされていなかった。 また,日 本語での情報提供は,植 物採集 と草原への立ち入 りにっいては

配布数のかな り多いパ ンフレットで日本語表示 してお り,野 生動物に出会った場合の対処 にっい

ては配布数の少ないパンフレットだけで触れていた。

3-2.説 明変数の設定

説明変数は大 きく分けて4グ ループ,合 計でll項 目を設定する。説明変数と被説明変数 を一覧

表にして,表3-1に 示 した。

まずは,利 用者の属性に関する変数である。説明変数1は 性別,説 明変数2は 年齢 ・世代,説

明変数3は 職業である。これらによって規則の知識量に差が生 じるかどうかを検討する。

表3-1説 明変 数お よび被 説明変数

説明変数群 説明変数番号 と内容

利用繍 晶
す、、。 羅 ・世代

規則の直接知を得る三と4訪 問者の観光情報の収集

搬 藷・直雛 験に関 ・ 利用規則・関す・儲 ・・接触

規則の直接知 と間接 知の6合 衆 国内の国立公 園訪問経験

両方 を得 ることがで きる7マ ウン トレーニア国立公 園訪 問経験

経験 に関する もの8合 衆 国の滞在期 間

規則の間接知 を得る こと9自 然体験度

がで きる、間接経験 に関10最 近 の余暇活動 における自然接触機械

す るもの!l今 後 の余暇活動 における自然 に対す る関心度

被 説明変数 利用規則 の知識量

次のグループは,直 接経験 に関する変数である。説明変数4は,マ ウン トレーニア国立公 園訪

問前に調査地の観光情報を集めたか どうか,集 めたならばその情報源のメディアについて質問し,

観光情報の収集をした人としなかった人,あ るいはある特定のメディアを利用 した人としなかっ

た人 とを区別する。説明変数5で は,利 用規則に関する情報 と接触 したかを問い,接 触 した人と

しなかった人を区別する。ここでは,マ ウントレーニア国立公園来訪前に公園の情報を集めた場

合,そ の中に公園の利用規則についての説明があったかどうかを質問 している。 したがって,実

質的には規則について説明があったことを記憶 しているかどうか,が 問われたことになる。

3番 目のグループは,規 則の直接知 と間接知の両方を得る可能性のある経験に関する変数であ

る。説明変数6は,合 衆国内の国立公園訪問経験である。被説明変数の規則の知識量を計測する

質問には,合 衆国内の他の国立公園と同様の規則についての質問 も含まれている。 したが って,

合衆国内の国立公園訪問経験があれば,そ の際に規則の直接知を得る可能性があり,ま た同時に

マウン トレーニア国立公園での活動内容と類似 したことを行 うことでヂ規則の間接知を得る可能

性 もあるといえる。説明変数7は,マ ウントレーニア国立公園訪問経験である。合衆国内の国立

公園訪問経験と同様の要素を持っているが,規 則の知識量を測る指標に用いた質問にマウントレー

ニア国立公園特有の規則 も含まれていることから,他 の公園を訪問 した場合よりも規則の直接知
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を得る可能性がより強いといえる。説明変数8は,合 衆国の滞在期間である。これは,合 衆国滞

在中の生活を通 じて合衆国の文化や規則に適合 した状況判断が身につく,あ るいは規則の情報に

触れる機会 もあるという考えに基づいている。

説明変数4か ら7ま でに関 しては,遠 い以前に情報収集や訪問をすれば現在の規則内容 とは異

なる情報を受け入れる可能性があるが,こ の点については国外に調査地を設定 したことで,国 内

の場合よりは遠い以前の情報収集や訪問などは起 こりにくく,誤 差は少ないと考えられる。

最後のグループは,間 接経験に関する変数である。説明変数9は,回 答者のこれまでの自然体

験度である。これまでの自然体験が多かった人は,そ れらを通じて自然に対するマナーとして規

則の内容に関連する判断力が身につくのではないかという考えに基づいている。千野貞子7>は,

10～13歳 の子供を対象 として自然体験の調査 を行い,そ の経験回数を問うことで男子の方が豊か

な自然体験 を持っていることを明らかにしている。今回は,千 野貞子の自然体験 に関する質問群

27項 目の中から経験が少ないという回答が比較的多いものを選び,そ の上で 「スキーをしたこと

がある」のような世代の間に大きな差が生 じると思われるものを除外 して,最 終的に12項 目を選

び出した。これに 「農作業(家 庭菜園を含む)を したことがある」 という項目を加えて13項 目と

して,そ れぞれ回答者の経験を質問 した。13項 目の内容は表3-2に 示 した通 りで,回 答は 「一

回 もない」「一回だけある」「二回以上ある」の中から選択 してもらう方式をとった。

表3-2説 明変数9の 自然体験殿調査 に用 いた13項 目

1.テ ン トに泊 まった ことがある

2.日 の出 を見た ことがある

3.標 高1000メ ー トル以上の山に歩 いて登 ったこ とが ある

4.湧 水 や石清水 を湧 きだ しているその場 で飲 んだことが ある

5.木 の実 や野草 を取 って食べ たこ とが ある

6.野 原 で草花 を摘 んで遊 んだこ とが ある

7.川 で泳いだ ことがあ る

8。 雪を食べたこ とがある

9.蛇 に出会った ことがある

10.た き火 をしたこ とがある

11.薪 で炊飯 したこ とがある

12.釣 りを したこ とがある

13.農 作業(家 庭菜 園 を含 む)を したことが ある

説明変数10は,最 近の余暇活動

における自然に接触する機会であ

る。説明変数9が 回答者の記憶す

る限 りの過去における経験を質問

しているのに対 し,こ れは最近の

余暇活動について質問 している。

余暇活動には,自 然に接触する機

会の多いものも少ないものも存在

する。そこで,各 回答者の余暇の

過ごし方を最近の自然接触度の代

理指標 として設定 したものである。

これも説明変数9の 自然体験 と同

様に,自 然に接触する機会の多い

人は規則の知識も豊かになるので

はないかという考えに基づいてい

る。この指標は次のように作成 した。外出 して行う余暇活動のうち,総 理府8>,財 団法人余暇開

発センタ_9)の 著書を参考に,一 般に参加率の高い活動を19項 目選びだした。 それ らに,環 境庁

自然保護局計画課'°)の著書をもとに各項 目に7段 階の自然接触度を設定 し,接 触度の低いものか

ら順に1点 から7点 の得点を与えた。その19項 目の中から,最 近1年 間に回答者が行った回数の

多かったものを3つ 選び出してもらった。各活動とその自然接触度は表3-3に 示 したとお りで

ある。

説明変数llは,今 後の余暇活動における自然に対する関心度である。今後の余暇活動 として,

自然に接触する機会の多い活動に関心の高い人は,実 際にその活動の経験が無いとして も,様 々

なメディアから情報 を得て,規 則に関する間接的な知識 も豊かになるのではないかという考 えに

基づいている。これには,説 明変数10と 同じ19項 目の中から 「今後,も っと回数多 くや りたい,

あるいは機会があればやってみたいと思われるもの」を3つ 選びだしてもらい指標 とした。
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表3-3変 数10、11に 調査 に用 いた余暇 活動 との自然接触度

自然接触 調査 に用 いた余暇活動

7自 然観 察 ・野 鳥観察 登 山 ・ハイキ ング

・ 自耀 騰 葉狩,キ ャンプ 海水浴

・ 野外蠕 撫 粥 釣・蝋 温泉浴

・ スキー 動物園:撫 見学 サイク・・グ

・ ドライ趨 欝 社都 鼎 あ,,ゴ ・レフ

・ テ・・(赫 鵬 ざ顧 遊園芒。。一,。 ド

1屋 奥旗 三,麗)° 映馳 灘 鱗 帳残親 、除、)

3-3.調 査の手順

現地調査の調査期間は,調 査地に最 も訪問客が集中する,7月 上旬から9月 上旬 までに設定 し

た。この時期の調査地は,雪 が解けてからの高山植物の美 しい時期である。現地調査の調査対象

は,1992年 の夏,7月3日 から9月8日 までの間に調査地を訪れた日本人訪問客2231人 の一部2

53人である。この全員に現地でアンケー ト調査 を実施 したが,こ の論文で用いる来訪時の現地の

利用規則の知識を質問 したのは,そ のうち166人 である。サ ンプリングは,現 地調査では,調 査

者が調査地の遊歩道を歩いて周 りながら,あ るいはビジターセンターで,出 会った 日本人に対 し

てアンケー ト調査 に対する協力を依頼する形 をとった。国立公園局の方針に従い,回 答者に調査

票を見せながら質問文を読み上げ,調 査票への記入は調査者が行った。団体行動をしている人に

対 しては一部だけを対象とし,ひ とつの団体か らのサンプリングは12人 を上限 とした。最後に,

郵送による追加調査 に対する同意を求め,同 意する場合は調査票へ住所を記入 してもらうよう依

頼 した。

現地では時間的な制約から調査項 目を全て質問することはできなかったため,現 地調査の166

人のうち住所の記載のあった141人 に対 して郵送により追加調査を行った。調査票は,1992年11

月13日 から17日 までの間に発送 し,返 送されなかった人に対 しては3週 間後に返送を促す趣 旨の

葉書 を送 り,回 収率を上げることに努めた。その結果,最 終的にll5人 の回答を得た(回 収率81.

6%)。 したがってサンプル数は,現 地で質問した項 目については166人,追 加調査で質問 した項

目については115人 となっている。

ここで,サ ンプリングの偏 りの可能性について検討 しなければならない。現地においては,調

査者が移動 してサンプリングを行った。そうした場合,通 る場所によって標本 に偏 りが出る可能

性が指摘 されている。 また,訪 問客の滞在時間によっても滞在時間の長い人ほど調査者と出会う

確率が高いという偏 りが出る可能性が指摘されている。z)査 者は,遊 歩道利用者のほとんどが

通るビジターセンター周辺や遊歩道の入口,駐 車場付近 を多 く歩 き回るようにすることで,多 く

の訪問客 と出会うことができるように心がけた。これにより,一 定の場所にとどまるよりは標本

に偏 りが出る可能性は低 くなったと考える。また,質 問文 を読み上げ,調 査票への記入 を調査者
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が行 う とい う質 問 形 式 を とっ たた め,interviθwerbiasZ'が 生 じた可 能 性 が あ る。 こ れ は,回 答 者

に 回答 を記 入 して も ら う調査 を行 う許 可 を 国立 公 園 か ら得 る こ とが で きな か った た め で あ る。 調

査 者 は,質 問 の説 明 に は で きる限 り同 じよ う な言 い 回 しをす る よう心 が け た が,こ の 点 に 関 して

客 観 的 に検 証 す る方 法 は ない 。

4章.調 査 結 果 と考 察

4-1,知 識量 の 質 問 に対 す る 回答 状 況

まず,規 則 に関 す る知 識 量 を測 る質 問6問 そ れ ぞ れ の 回答 状 況 は,次 の とお りで あ る。 第1問

の 植物 採 集 につ い て の 質 問 の正 答 率 は69%,第2問 の昆 虫 採 集 につ いて は67%,第3問 の 草 原 へ

の 立 ち入 りに つ い て は69%,第4問 の ゴ ミの捨 て場 に つ い ては60%,第5問 の野 生 動 物 へ の対 処

につ い て は74%,第6問 の 積 雪 地へ の立 ち入 りにつ い て は20%で あ った 。 第1問 か ら第5問 ま で

の 正答 率 が60～74%で あ る の に対 し,第6問 だ け は正 答 率 が20%と 低 い 。 これ は,草 原 上 の積 雪

地 へ の立 ち 入 りの規 則 が この公 園 独 特 の も ので あ り,多 くの 人 に と って 全 く予想 の つ か な い 内 容

だ った もの と思 わ れ る。

この6問 の 回答 に つ い て,正 解 に そ れ ぞ れ1点 を与 えて 合計 した 点 数 が 回 答者 の利 用 規 則 に 関

す る知 識 量 を示 す 指 標 で あ る。 そ の 点 数 の 分 布 は,図4-1に 示 した とお りで あ る。0点 か ら6

点 まで の分 布 とな るが,最 も多 か っ たの は4点 で,平 均 点 は3.51,標 準 偏 差 は1.37で あ っ た。

4-2.各 説 明 変 数 に よ る知 識 量 の 分 析

(1)利 用 者 の 属 性 に関 す る変 数

説 明 変 数1の 性 別 に つ い て は,表4-1に

示 した よ うに サ ン プ ル数 は男 性 が59人,女 性

が106人 と,や や偏 りが あ る。 知 識 量 の 平 均

点 は,男 性 が3.95点,女 性 が3.25点 と,男 性 の

方 が 高 い 。 分散 分 析 に よ る有 意 水 準 は1%未

満 で,有 意 に男 性 の知 識 量 が 多 い とい え る。

説 明 変 数2の 年齢 ・世代 に関 して は,表4-

1に 示 した よ うに サ ン プル数 は若 い世代 に偏 っ

て い る。 年齢 で 知識 量 の点 数 を 回帰 した 式 の

分 散 分 析 に よる 有 意 水 準 は2%を 下 回 り,年

齢 ・世代 に よっ て知 識 量 に 有 意 差 が 認 め ら れ

る。 知識 量 の 点 数 は,31～40歳 の 世 代 を ピ ー

ク に山 型 を描 き,特 に25歳 ま で の 年 齢 層 で 平

均点が低いが,31～40歳 以上では高い年齢層ほど平均点が低い。年齢 とともに知識が増える要 因

と,時 代 の変化に伴 い世代 によって身につけている知識の内容が異なる要因とが混じりあって,

このような結果が生 じていると考えられる。

説明変数3の 職業については,表4-2に 示 したように,学 生(学 生お よび留学準備 中の人)

と自営 ・雇用そして家事専業の人の知識量の差を見ると,学 生は,自 営 ・雇用 と家事専業の どち

らに対 しても1%未 満の有意水準で知識量が少ない。 自営 ・雇用 と家事専業 との間には有意差は

認められない。学生の年齢がほとんど25歳 までであることを考慮すると,こ の差は年齢 ・世代要

因の25歳 までの点数の低さをもたらすのと同じ原因から発生 している可能性が高い。

(2)直 接経験に関する変数



説明変数4の 観光情報の収集は,メ ディアごとにそ

の情報を利用 した人としなかった人の規則の知識量を

比較 してみた結果,利 用の有無 によって知識量に有意

韓櫨訴矯9粥 旛毒欝孟
いo

一方で,情 報を集めなかった人 と,マ ウントレーニア

国立公園を訪問した経験のある家族 または友人の話以

外の情報を利用 しなかった人は,規 則の知識量 が少な

い。 これらの人とその他の人 との知識量の平均点の差

についてT検 定を行 うと,表4-3に 示 したように有

意水準2%未 満で,そ の他の人の平均点が高い。家族

または友人の話以外の情報源 を活用 した人は規則の知

識量が増加 した,あ るいは規則の知識量が豊かな人が

家族 または友人の話以外の情報源 を活用 した,こ とに

なるが,前 者の解釈の方が説得的であると考えられる。

説明変数5の 利用規則の情報 との接触について,利

用規則についての情報 に触れた人は,回 答者113人 の

うち23人 で,20%余 りである。表4-3に 示 したよう

に,情 報に触れた人の知識量の平均点は触れなかった

人よりも高いが,有 意差は生 じていない。

愚 灘 欝 と間接知の両方を得る可育旨性のあ

説明変数6の 合衆国内の国立公園訪問回数について

は,表4-4に 示 したように,合 衆国内の国立公 園を

初 め て 訪 問 す る人 が サ ン プ ルの56%Zあ る空ご,訪 問5

回 目以 上 の 人 も21%に 達 す る。 知 識 量 は,訪 問 回 数 の

多 い 人 ほ ど点 数 が 高 い傾 向 を示 して い る。5回 以 上 と

回 答 した 人 は す べ て 訪 問5回 とみ な して 知 識 量 を 訪 問

回 数 に回 帰 させ る と,訪 問 回数 の 多 い 方 が 知 識 量 は豊

か で あ る。 有 意 水準 も極 め て 高 く,0.1%未 満 で あ る 。

説 明 変 数7の マ ウ ン トレー ニ ア 国立 公 園 訪 問 回 数 に

つ い て は,表4-5に 示 した よ う に,マ ウ ン ト レー ニ

ア 国立 公 園 を初 め て訪 問 す る 人 が サ ン プ ル の86%を 占

め る。4回 以上 と回答 した 人 は す べ て訪 問4回 とみ な
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表4-1性 別お よび年齢 ・世代 ごと

の知識量

分類 人数 矯 摯 雛

男 性5935.839.51.21

女 性10664.23.251.41

無 回 答1

平 均 値 の差 の検 定 の有 意 水 準0.0017

20歳 ま で3723.13.031.40

21～25歳3723.12.921.44

26～30歳2012.53.801.40

31～40歳3723,14.410.86

41～50歳116.93.821.17

51～60歳85.03.501.41

61歳 以 上106.33.401.26

無 回 答6

分 散 分 析 の優 位 水 準0.0166

表4-2職 業分 類 に よる知 識 量

比 率 平 均 標 準職 業 人 数

(%)点 偏 差

学 生7345.13.071.46

家 事 専 業2012.34.251.21

自営 ・雇 用6137.73.821.16

そ の 他84.93.381.51

無 回 答4

平 均 値 の差 の検 定 の有 意 水 準

学 生 家 事 専 業 間0.001

学 生 自営 ・雇 用 間0.001

家 事 専 業 自営 ・雇 用 間0.159

注 学 生 は、 学 生 お よ び留 学 準 備 中 の人 。

自営 ・雇 用 は、 自営 業 ま た は雇 用 され

て い る人 。 その 他 は、 パ ー ト ・ア ルバ

イ ト、 お よ び退 職 して働 いて いな い人。

して訪問回数で知識量を回帰分析すると,訪 問回数の多い人の方が知識量は豊かであ り,有 意水

準は5%未 満である。

説明変数8の 合衆国滞在期間に関しては,表4-6に 示 したように,サ ンプル数は滞在2週 間

未満の人が約3分 の1,2週 間以上6カ 月未満の人が約3分 の1,6カ 月以上の人が残 りの約3

分の1で ある。知識量は,滞 在期間6ヵ 月を境 として大 きな差があり,有 意水準o.i%未 満で6

ヵ月以上の人の知識量が多い。

(4)間 接経験に関する変数



表4-3観 光 情 報 の 収 集 お よび 利用 規 則 の

情 報 との 接 触 に よ る知 識量

比 率 平 均 標 準分 類 人 数

(%)点 偏 差

情 報 無 ・友 の話 の み4236.53.121.383

そ の 他7363.53.741.225

平 均 値 の差 の検 定 有 意 水 準0.014

規 則情 報 に触 れ た2220,44.001.128

そ の 他9079.63.401.339

平 均 値 の差 の検 定 有 意 水 準0.051

表4-4合 衆国内の国立公 園訪 問回

数別の知識量

訪問回数 人数 矯 摯 雛

初 め て9055.63,ll1.36

2回 目159.33.331.72

3回 目138.03.921ユ9

4回 目106.23.701.25

5回 以 上3421.04.440.86

無 回 答4

分 散 分 析 の 有意 水 準0.0000

表4-5マ ウ ン ト レー ニ ア国 立 公 園

訪 問 回 数 別 の 知 識 量

訪問回数 人数 糖 摯 雛

初 め て13985.83.391.40

2回 目106.24.201.40

3回 目53.14.001.00

4回 目84.94.500.53

無 回 答4

分 散 分 析 の 有 意 水 準0.0391

説 明 変数9の 自然 体 験 度 に つ い て,質 問 の1

3項 目 につ い て項 目別 に知 識量 を比 較 す る と,

「薪 で炊 飯 した こ とが あ る」(有 意 水 準5%未

満)ま た は 「日の出 を見 た こ とが あ る」(同5

%未 満)経 験 が2回 以 上 の 人 は有 意 に 知 識 量

が 多 か っ た。 ま た,「 テ ン トに 泊 ま っ た こ とが

あ る」(同5～10%)お よび 「標 高1000メ ー ト

ル以 上 の 山 に歩 い て 登 っ た こ とが あ る 」(同

5～10%)経 験 が2回 以 上 の 人 も,比 較 的 知 識

量 が多 か っ た。

次 に,各 項 目の 経 験 が 「二 回 以 上 あ る」 の

場 合 に 回答 者 に各1点 を与 え,「 一 回 も な い 」

ま た は 「一 回 だ け あ る 」 回 答 者 に は各0点 を

与え,そ の13項 目の合計点 を各回答者の自然体験度

を示す指標とした。この得点と規則の知識量 との相

関を見ると,自 然体験度が増えると規則の知識量 も

増える方向の関係がみられたが,有 意差はみ られず,

この13項 目の自然体験が規則の知識量 と相関 してい

ると見なすことはできない。そこで,規 則 の知識量

との相関の低い項目を外 していき,分 散分析の自由

度修正済み決定係数がもっとも高 くなる組合せを求

めると,上 に挙げた4項 目の場合であった。 この場

合,規 則の知識量との相関 をみると表4-7に 示 し

たように有意差がみられ,有 意水準は1%未 満であ

る。この4項 目の自然体験 と規則 の知識量 とが相関

しているといえる。これらの4項 目の内容はいずれ も

ハイキングやキャンプに関連 した活動であ り,調 査地

での活動内容(す なわちその活動に関連する規則 につ

いて質問がなされた)に 近いものである。 これは,間

接的に知識 を得ていくにあたって内容の近い経験のほ

うがより多くの知識や判断基準を獲得できることを示

しているといえるだろう。

説明変数10の 最近の自然接触機会については,各 回

答者の最近1年 間にした回数が多かった余暇活動3つ

の自然接触度を合計 して,最 近の自然接触機会の多さ

を示す指標 とした。この指標の点数 と規則 の知識量 と

の相関をみるために回帰分析を行 うと,表4-7に 示

したように有意差がみられ,有 意水準は1%未 満であった。最近の自然接触機会が多い人は規則

の知識量 も多いといえる。各活動 ごとに,最 近1年 間にした回数が多かった人と,そ れ以外の人

の知識量 を比較すると,次 のような結果が得られた。サイクリング(有 意水準1%未 満)ま たは

登山 ・ハイキング(同5%未 満)を 選んだ人は有意に知識量が多 く,映 画 ・演劇 ・音楽 ・スポー

ツなどの鑑賞 ・観戦(同5%未 満)ま たは屋内スポーッ(同5%未 満)を 選んだ人は,有 意に知



識 量 が少 なか った 。 そ の他 の活 動 に つ い て は,テ ニ ス

(同5～10%)を 除 け ば,ど の活 動 も有 意 水 準 が10%よ

り も大 きい数 値 で あ っ た。

関灘聖課欝鷺 瀦 姦蟹
やりたい,あ るいは機会があればやってみたい活動3

つの自然接触度を合計 して,今 後の余暇活動における

自然に対する関心度を示す指標 とした。 この指標の点

数 と規則の知識量 との相関をみるために回帰分析を行

うと,表4-7に 示 したように有意

差がみられ,有 意水準は1%未 満で

あった。今後の余暇活動 におい て

自然 に対する関心が高い人は規則

の知識量 も多い といえる。各活動

ごとに,今 後 もっと回数多 くやりた

い,あ るいは機会があればやってみ

たいとした人と,そ れ以外の人の知

識量を比較すると,登 山 ・ハイキン

グをしたいとする人は,有 意に知識
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表4-6合 衆 国滞在 期間6カ 月未満

と6ヵ 月以上の知識 量

人数擶 摯 難
6カ 月 未 満10967.73.241 .43

6ヵ 月 以 上532.34。101.11 一
分散分析の有意水準0,0000

表4-7間 接 経 験 に よる知 識 量 の 回帰 分 析

自然 最 近 の 自然 自然 に対 す

体 験 度 接 触 機 械 る 関心 度

回り希係 数0.13780.08490.0908

回帰 係 数 の標 準 誤 差0.04680.03240.0323

標 準 回帰 係 数0.27060.23750.2539

T2.9482.6222.815

有 意 水 準0.00390.00990.0057

自 由度 修 正 済 み 決 定 係 数0.06480.04820.0563

量が多かった(有 意水準1%未 満)。

しか し,他 の活動では有意差はみ ら

れなかった。

(5)知 識量の重回帰分析

知識量をこれまでの全ての要因で重回帰分析 した結果を,表4-8に 示した。この分析はステッ

プワイズ法を用い,変 数追

加の場合は回帰式か ら求め

たP値 が5%よ り小,変 数

削除の場合は同じく10%よ

り大の水準で湾 数鎚 加 ゜

削除されるよう設定 した。

圓撫 蒙難'窯
も有意水準の高い要因は,

合衆国内の国立公園訪問回

数で,有 意水準は0.03%で

あった。続いて,有 意水準

の高い順に,職 業を学生 と

その他 に分けてダミー変数

とした要因,今 後の余暇活

動における自然 に対する関

心度,自 然体験度で,こ れ

ら3要 因の有意水準は3%

表4-8規 則 の知 識 量 に 関す る重 回 帰 分 析

重 回 帰 分 析 平 方和 自由度 不 偏 分 散F有 意水 準

回 ゴ希59.72179414.9304511.822280.0000

残 差131.322431041.26291-

・帰係数 購 警の 回購 数 ・ 有韓

国 立 公 園 訪 問.248311.065857.3227863.770.0003

学 生 一.535682.249840-.199205-2.144.0344

関 心 度.068715.032953.1830952.085.0395

自 然 体 験 度.170826.085459.1679811.999.0482

残 差1.851859.5556583.333.0012

変 数 を追 加 し て い く過 程 の 自 由 度 修 正 済 み 決 定 係 数 の 変 化

国 立 公 園 訪 問0.16095

学 生0.24018

関 心 度0.26577

自 然 体 験 度0.28613
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と5%の 間であった。この4つ の要因に続 くものは利用規則の情報との接触であるが,そ の有意

水準は約13%で あ り,大 きな開 きがある。4つ の要因を組み込んだ回帰式の自由度修正済み決定

係数は,約29%で あった。

(6)小 括

各要因の有意水準を見てみると,直 接知と間接知の両方をもたらす と分類 した合衆国内の国立

公園訪問回数と合衆国滞在経験の両要因が,最 も水準が高かった。 したがって,訪 問,滞 在 とい

う経験 を積むことで他の経験 よりも確実に規則の知識を得ることができると言える。

また,直 接経験に関する変数と間接経験に関する変数 とを比較 してみると,間 接経験 に関する

変数のほうが有意水準がかなり高い。重回帰式に組み込まれた4つ の要因に間接経験に関する変

数が2つ 入ったことも合わせると,規 則の知識量に対 して間接経験が少なか らぬ影響を持 ってい

るといえるであろう。

4-3.知 識が状況判断 ・意志決定の過程へ与える影響

(1)同 調行動の動機づけ

この節では,間 接経験のもうひとつの重要な役割を指摘する。これは,間 接経験が直接 に意志

決定過程に及ぼす影響である。知識が意志決定の過程へ与える影響の調査 として,知 識の内容 に

よって意志決定の過程に変化が生 じるかどうか,草 原への立ち入りという問題に限定 して具体的

な状況を設定 し,自 らの行動を予想 してもらった。表4-9に 質問 と回答の選択肢,回 答の比率

が挙げてある。

表4-9知 識 の 内 容 に よ る状 況判 断 ・意 志 決 定 の変 化

質 問 ア イ ウ エ オ

規則 法律 植 物 が 対 日対 何 も知

回 答(N=117)の 存 在 の存 在 枯 れ る 亜 感 情 ら ない

絶 対 入 らな い45.374.470.962.44.3

たぶ ん入 らな い46.218.826.528.229.1

入 ら な いか も しれ ない6.83.4z.so.s62.4

無 回 答1.73.40.03.44.3

注 数 値 は どれ そ れ の 回答 の 比 率(%)

規 則 の 存在:草 原 内 立 ち入 れ 禁 止 とい う規 則 が あ る こ とを知 れ ば

法 律 の存 在:25ド ルの 罰 金 を科 せ られ る法 律 が あ る こ とを知 れ ば

植 物 が枯 れ る:踏 ま れ た植 物 枯 れ て し ま う こ とを知 れ ば

対 日対 亜 感 情:草 原 に入 る の を見 て い た ア メ リカ人 の 対 日 ・対 ア ジ ア

感 情 が 悪 くな る こ と を知 れ ば

何 も知 らない:何 も知 らな け れ ば

「何 も知 らな け れ ば」 に対 す る反 応 は 非 常 に小 さい が,「 規 則 が あ る こ と を知 れ ば」 草 原 に 絶

対入 らな い とす る 人 が約50%お り,規 則 の存 在 とそ の 内 容 を知 って い る こ と,す な わ ち規 則 の 直

接 知 を得 て い る こ とが,あ る程 度 の効 果 を もつ こ とが分 か る 。 しか し,残 る3つ の 「25ド ル の 罰

金 を科 せ られ る法 律 が あ る こ と を知 れ ば」,「踏 まれ た植 物 が枯 れ て し ま う こ とを知 れ ば」,「草 原

に 入 るの を見 てい た ア メ リカ人 の対 日 ・対 ア ジア感 情 が 悪 くな る こ とを知 れ ば」 に対 して は,よ

り大 きな効 果 が予 想 され てい る。

ここか ら,規 則 を知 って い る か否 か以 外 に も,意 志 決 定 が 影 響 され る部 分 が あ る こ とが わ かる。

こ れ は,残 る3つ の知 識 の内 容 にそ れ ぞ れ 規 則 に 同調 した行 動 を動 機 づ け る部 分 が 含 まれ て い る

か らt=r老 ラt,れz、 一
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規範への同調行動の形態や動機づけは多様であるが,大 別して4つ のケースに分けられるとさ

れている。まず,規 範の内容が行為を行う人にとって望 ましい価値あるいは目的とみなされる場

合,次 に,規 範 を守ることがなんらかの利益をもたらす という判断される場合,3番 目は,対 人

関係 に関する心理的満足から同調がなされる場合,最 後 に,制 裁を恐れ,そ れを避けるために同

調が行われる場合である。ll)

まず,「25ド ルの罰金を科せ られる法律があることを知れば」草原 に入 らない というのは,制

裁への恐れから規則への同調が動機づけられると考えられる。この場合,規 則の法的基盤は警察

権力であ りその効果は常に施行 と施行能力に大 きく依存すると指摘 されているように,12)規則が

存在するだけでな く,実 際取締 りも行われることが効力につながると考えられる。また,取 締 り

の頻度や罰則の重 さによっても効果に違いが生 じる可能性がある。

次 に 「踏まれた植物が枯れてしまうことを知れば」草原に入 らないというのは,そ れが美 しい

植物 に対する愛護の精神に基づいたものと考えれば,規 則の内容そのものが望 ましいもの とみな

され,同 調が動機づけられると思われる。あるいは,自 分が再び,ま たは自分の子供 などが現地

を訪れた際に美しい花がな くなってしまって見ることができなければ損失であると考えるなら,

規則 を守ることが自分にとっての利益であるという判断から,同 調がなされるとも考えられる。

この場合,管 理者が行う情報提供の内容としては,マ ウントレーニアの植物が高山植物であり,

踏まれれば枯れ易 く,回 復に非常に長い期間を要することを強調する必要があろう。

最後に 「草原に入るのを見ていたアメリカ人の対 日・対アジア感情が悪 くなることを知れば」

草原 に入らない場合,周 囲の人びとと共同歩調 をとることの満足,あ るいは共同歩調 をとること

で不安から開放 されるために同調がなされる,と いえる。対人関係あるいは世間体 を気 にする態

度である。

このように,あ る行為を行うかどうかの意志決定は,規 則が存在するか否か だけではなく,そ

の内容の因果関係,あ るいはその内容の自分にとっての利害関係 を認識するという点もその判断

基準 となって くることがわかる。ただし,草 原 に踏み込むか否かの意志決定 を行 う際に,「 自分

一人が踏み込んだとしても植生に大 きな影響は与えない」,「他にも踏み込んでいる人がいるのだ

から自分だけが規則を守るのはばかばかしい」,あるいは 「罰則規定はあっても取締 りはしない」

といった心理が働 くならば,そ れは同調を阻害する要因となり,い わゆる共有地の悲劇 と言われ

るような状況が発生することになる。このような心理が働かないような対策 も必要であり,研 究

の余地がある。

(2)同 調行動の動機づけと間接経験 との相関

ここで,こ の質問の回答と,回 答者の間接経験 との相関を見てみる。すると,表4-10に 示 し

たように,規 則が存在することを知れば草原に絶対入らない,と 回答 した人は,そ の他 の回答 を

した人よりも間接経験が豊かであるという傾向がある。自然体験度では5%未 満,最 近の自然接

触度では20～30%,今 後の余暇活動における自然に対する関心度 では5～10%の 有意水準でこ

の傾向が生 じている。これを逆から表現すれば,間 接経験の少ない人は 「規則があること」を知っ

てもそれに従 う可能性が低 く,そ れに対 して,間 接経験の豊かな人は,規 則 に対 して比較的従順

な反応を示 しているといえる。それに対 して 「罰金を科せ られる法律の存在」および 「踏まれた

植物が枯れてしまう」,「アメリカ人の対 日・対アジア感情が悪 くなる」という3種 類の因果関係 ・

利害関係が指摘されると,ど の場合 もこの違いはなくなり,間 接経験の多寡とこの質問に対する

回答は大 きな相関は示さない。つまり,間 接経験の少ない人は,規 則が存在することを知 っても

それに対 して従順ではないが,利 害 ・因果関係 を示 した情報が与えられると,意 志決定が間接経

験の豊かな人よりも大 きく変化することになる。ここから以下のことが推測される。間接経験の
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豊かな人は,規 則の内容を知ると,そ の背後 にある因果関係や利害関係を推測 して,意 味づけを

行 うことができ,そ のため規則の内容を知るだけでも同調行動が動機づけられる。一方,間 接経

験の少ない人は,規 則の内容だけを知っても自分にとっての意味づけをすることができず,そ れ

だけでは同調行動にはつなが りにくい。

表4-10知 識 の内容 による意志決定の変化 と間接経験各 要因 との相 関

惚 自然体験 自灘 触 鵯 潔

競則 の存在 絶聯 計53621°8:4398①12iz:860701:9346②

疾律 の存在 絶轍 『 い8726910:53●120812:901:6952④

轟物が枯 れ。 絶文場 『 い83341:8600③1211:1:③;:7553④

寿,対 亜感情 絶隔 『 い7340910:411801212:°59301:6567④

祷 、知 、な。 絶轍 『 い1。ll:4°78④1312:6°32④1:6°66④

注 「その他」 は、 「たぶ ん入 らない」、 または 「入 らないか も しれ ない」 と

回答 した人で、無 回答の場合 は含 まない

① … 平均値 の差の有意水準が2～5%の もの

② … 同5～10%の もの

③ … 同20～30%の もの

④ … 同30%以 上の もの

これらの仮説の検証にはとくに実際の行動を観察する必要があるので,今 後の研究の課題 とし

たい。ただ し,こ れ らの推測が正しいとすれば,あ る行動に先立つ意志決定は,規 則の存在 よ り

もその内容が自分にとってどのような利害 ・因果関係をもつかという点が大きな判断基準 となっ

て くるといえる。 したがって,資 源の管理者が情報提供などを行う場合,規 則 を規則 として知 ら

せるだけではなく,そ の利害 ・因果関係 まで説明した情報提供を行えば,間 接経験の多い人にも

少ない人にも規則への同調行動を促す大きな効果が生 じる可能性がある。

今回のデータでは,制 裁への恐れを抱かせることが最 も効果的 となっているが,他 の2つ との

差 は小 さく,ど の動機づけが効果的であるか判断するには今後 も調査する必要がある。 また,こ

れらの動機づけによって利用客の満足の減少をともなうことも考えられ,同 じ情報提供で も満足

との関連を見ていく必要がある。

長期的に考えれば,規 則の内容が内面化 されていくことが望ましい。その点においても,内 面

化の容易 さが,動 機づけの仕方 によって差が出てくることも予想される。今後のケースでは考慮

する必要があろう。

なお,直 接経験 と同調行動の動機づけとは,相 関がみられなかった。

お わ りに

以上のように,こ の論文で間接経験 と定義 した内容は,レ クリエーション利用客が規則の内容

を判断する過程に影響 を与えて正 しい判断を導き,意 志決定過程にも影響 して規則への同調行動
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を 導 く効 果 を持 つ と考 え ら れ る 。 ま た,規 則 の 因 果 関 係 ・利 害 関 係 を理 解 す る こ とが 同 調 行 動 を

導 く効 果 を持 つ と い え よ う。 こ れ ら は,レ ク リ エ ー シ ョ ン利 用 地 で は 規 則 の 因 果 関 係 ・利 害 関 係

を示 し た 情 報 提 供 が 有 効 で あ り,よ り長 期 的 に は 間 接 経 験 を豊 か に す る 教 育 な ど の 活 動 が 社 会 的

に 意 味 を持 つ こ ど を示 す と考 え ら れ る 。

引 用 文 献

1)社 会 科 学 大 事 典 編 集 委 員 会 編 集(1970)社 会 科 学 大事 典.12,396

2)Robertson,RachelDawn(1981)Aninvestigationofvisitorbehaviorinwildernessareas.

UniversityofIowa.Ph.D.dissertation.

3)Robertson,RachelDawn(1981)Aninvestigationofvisitorbehaviorinwildernessareas.

UniversityofIowa.Ph.D.dissertation.144-145.

4)NationalParkService(1991)NationalParkServiceStatisticalAbstract1990.

5)MountRainierNationalPark(発 行 年不 詳)ParkUseProfile.

6)Swearingen,ThomasC.andDarryllR.Johnson(1988)AnAnalysisofOff-TrailHikingin

ResponsetoSelectedSocialCotrolTechniquesatParadiseMeadows,MountRainier

NationalPark.

7)千 野 貞 子(1987)少 年 の 日常 生 活 に お け る 自然 との かか わ り一森 林 観 に 関す る国 際 比 較 の 視 点 か ら の 分

析 一 森 林 文 化 研 究,8.15～29.

8)総 理 府 編(1987)観 光 レ ク リエ ー シ ョ ンの 実eRe‐ 第6回 全 国旅 行 動 態 調 査 報 告 書 一.

9)財 団 法 人 余 暇 開発 セ ン ター 編 集発 行(1992)レ ジ ャ ー 白書'92一 分 散 型 余 暇 社 会 に 向 けて 一.

10)環 境 庁 自然 保 護 局 計 画課 監 修(1989)自 然 ・ふ れ あ い新 時 代 自然 環 境 保 全 審 議 会 利 用 の あ り方 検 討

小 委 員 会 報 告.136～137.

11)宮 島 喬 北 川 隆吉 監 修(1984)現 代 社 会 学 辞 典.209

12)Peterson,GeorgeL.,andLime,DividW.(1979)PeopleandTheirBehavior:AChallengefor

RecreationManagement.JournalofForestry.77(6).343-346

Résumé

 Regulations are set in many recreation areas for controling visitor's behavior. In this 

paper, relationship between visitors' knowledge of regulations of recreation area and their 

previous experiences is analyzed. As a result, the more the visitors have previous experiences 

of visiting to national parks in the U.S., hiking, and camping, and concern about outdoor 

recreation (the researchers call these  "indirect experiences"  )  , the more they pass fair 

judgements on the regulations. The visitors tend to act in compliance with the regulations if 

they understand the interest of the regulations and the causal relation what their compliance 

to the regulations cause them and what kind of results their non-compliance cause. The  "in 

direct experiences" affect decision-making process, and visitors with much  "indirect experi 

 ences" tend to act in accordance with the regulations even if they are not given any 

information about the interest and the causal relation.


